
目

次

告

示

○
救
急
病
院
の
設
置
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
特
別
高
圧
電
気
価
格
高
騰
対
策
支
援
金

の
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
変
更
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
一

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
弘
前
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野
町
一

令
和
十
一
年
四
月
五
日

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
共

仁
会

弘
前
市
大
字
船
水

三
丁
目
三
の
八

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
キ
ャ
ッ

ト
テ
ー
ル

弘
前
市
大
字
千
年

二
丁
目
六
の
一
四
令
和八･
四･
一

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
か
ら
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

名

称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

委
託
し
た
支
出
に
関
す

る
事
務
に
係
る
歳
出

変

更

年
月
日

変
更
前

む
つ
商
工

会
議
所

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
一
一

の
四

中
小
企
業
者
等
Ｌ
Ｐ
ガ

ス
・
特
別
高
圧
電
気
価

格
高
騰
対
策
支
援
金

（
第
五
弾
）
給
付
等
業

務
委
託
の
支
出
に
関
す

る
事
務

令
和八･
四･
一

変
更
後

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
一
〇
の

二
五
む
つ
ま
ち
な
か
オ
フ
ィ

ス
一
階

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第1048号令和８年４月３日 金曜日

第
千
四
十
八
号

令
和
八
年四

月
三
日

（
金
曜
日
）
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


